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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 4月 5日 (2004.4.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
遊 技 の 進 行 を 管 理 し 、 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 を 出 力 す る 遊 技 制 御 装 置 と 、
貯 留 タ ン ク 側 よ り 導 か れ る 遊 技 球 を 遊 技 者 側 へ 排 出 す る 機 構 を 設 け た 排 出 装 置 と 、
前 記 遊 技 制 御 装 置 か ら の 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 に 基 づ い て 前 記 排 出 装 置 の 遊 技 球
の 排 出 を 制 御 す る と 共 に 、 異 常 時 に 遊 技 球 の 排 出 を 中 止 す る 排 出 制 御 装 置 と 、
遊 技 機 の 前 記 遊 技 制 御 装 お け る 制 御 情 報 、 異 常 監 視 情 報 を 記 憶 保 持 可 能
な 記 憶 保 持 手 段 と 、 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、

こ と を 特 徴 と す る
遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】

停 電 発 生 時 に 置 に

前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、
特 定 の セ ン サ に よ っ て 異 常 が 検 出 さ れ る と 、 該 異 常 状 態 が 所 定 時 間 続 く か 否 か を 監 視 タ イ
マ に よ っ て 監 視 し 、 異 常 状 態 の ま ま 監 視 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た 場 合 に 前 記 異 常 監 視 情
報 を 異 常 状 態 に 確 定 す る も の で あ り 、
前 記 監 視 タ イ マ の カ ウ ン ト 途 中 に 停 電 が 発 生 し た 場 合 に は 、 異 常 確 定 前 で あ っ て も 前 記 異
常 監 視 情 報 を 異 常 確 定 状 態 に 設 定 し て 前 記 記 憶 保 持 手 段 に 記 憶 保 持 す る

遊 技 の 進 行 を 管 理 し 、 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 を 出 力 す る 遊 技 制 御 装 置 と 、
貯 留 タ ン ク 側 よ り 導 か れ る 遊 技 球 を 遊 技 者 側 へ 排 出 す る 機 構 を 設 け た 排 出 装 置 と 、
前 記 遊 技 制 御 装 置 か ら の 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 に 基 づ い て 前 記 排 出 装 置 の 遊 技 球
の 排 出 を 制 御 す る と 共 に 、 異 常 時 に 遊 技 球 の 排 出 を 中 止 す る 排 出 制 御 装 置 と 、
遊 技 機 の 停 電 発 生 時 に 前 記 遊 技 制 御 装 置 に お け る 制 御 情 報 、 異 常 監 視 情 報 を 記 憶 保 持 可 能
な 記 憶 保 持 手 段 と 、 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、
特 定 の セ ン サ に よ っ て 異 常 が 検 出 さ れ る と 、 該 異 常 状 態 が 所 定 時 間 続 く か 否 か を 監 視 タ イ
マ に よ っ て 監 視 し 、 異 常 状 態 の ま ま 監 視 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た 場 合 に 前 記 異 常 監 視 情
報 を 異 常 状 態 に 確 定 す る も の で あ り 、
前 記 記 憶 保 持 手 段 に よ り 記 憶 保 持 さ れ た 異 常 監 視 情 報 が 、 前 記 監 視 タ イ マ の カ ウ ン ト 途 中
に 停 電 が 発 生 し て 異 常 確 定 前 で 記 憶 保 持 さ れ た も の で あ っ て も 、 停 電 復 帰 時 に 異 常 確 定 状
態 に 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る

前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、



に 記 載
の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】

に 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
し か し 、 こ の 場 合 次 の よ う な 問 題 が 懸 念 さ れ る 。 遊 技 制 御 装 置 等 は 特 定 の セ ン サ に よ り 異
常 を 監 視 し て 、 所 定 時 間 異 常 を 検 出 す る と 、 異 常 と 判 定 す る と 共 に 、 排 出 に 関 す る 異 常 の
場 合 、 遊 技 球 の 排 出 を 中 止 す る 等 の 異 常 処 理 を 行 う よ う に な っ て い る 。 そ の た め 、 異 常 の
確 定 前 （ 検 出 途 中 ） に 停 電 し た 場 合 、 停 電 か ら 復 帰 し た と き は 正 常 な 状 態 で 復 帰 す る の に
対 し て 、 そ の 後 直 ぐ に 異 常 が 確 定 し て 異 常 処 理 に 入 る こ と に な る 。 こ の よ う に 、 正 常
な 状 態 で 復 帰 し た 後 直 ぐ に 異 常 処 理 に 入 る の で は 、 遊 技 者 に 違 和 感 を 与 え る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
第 １ の 発 明 は 、 遊 技 の 進 行 を 管 理 し 、 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 を 出 力 す る 遊 技 制 御
装 置 と 、 貯 留 タ ン ク 側 よ り 導 か れ る 遊 技 球 を 遊 技 者 側 へ 排 出 す る 機 構 を 設 け た 排 出 装 置 と
、 前 記 遊 技 制 御 装 置 か ら の 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 に 基 づ い て 前 記 排 出 装 置 の 遊 技
球 の 排 出 を 制 御 す る と 共 に 、 異 常 時 に 遊 技 球 の 排 出 を 中 止 す る 排 出 制 御 装 置 と 、 遊 技 機 の

前 記 遊 技 制 御 装 お け る 制 御 情 報 、 異 常 監 視 情 報 を 記 憶 保 持 可 能 な 記 憶 保
持 手 段 と 、 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、

。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
第 ２ の 発 明 は 、
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停 電 復 帰 時 に 実 行 す る 異 常 監 視 の 結 果 が 確 定 す る ま で の 間 は 、 前 記 異 常 監 視 情 報 を 異 常 確
定 状 態 の ま ま 保 持 す る よ う に し 、 前 記 異 常 監 視 の 結 果 、 前 記 異 常 監 視 情 報 が 正 常 で あ る 場
合 に は 該 異 常 確 定 状 態 を ク リ ア す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２

前 記 異 常 監 視 情 報 は 、 排 出 装 置 よ り 排 出 さ れ た 遊 技 球 の オ ー バ ー フ ロ ー 状 態 を 監 視 す る た
め の オ ー バ ー フ ロ ー セ ン サ の 監 視 情 報 ま た は 貯 留 タ ン ク 側 と 排 出 装 置 と の 間 の 球 誘 導 シ ュ
ー ト 部 の 球 切 れ を 監 視 す る た め の シ ュ ー ト 球 切 れ セ ン サ の 監 視 情 報 の 一 方 ま た は 両 方 を 含
む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ つ

一 旦

停 電 発 生 時 に 置 に
前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 特 定 の セ ン サ に よ っ て 異 常 が

検 出 さ れ る と 、 該 異 常 状 態 が 所 定 時 間 続 く か 否 か を 監 視 タ イ マ に よ っ て 監 視 し 、 異 常 状 態
の ま ま 監 視 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た 場 合 に 前 記 異 常 監 視 情 報 を 異 常 状 態 に 確 定 す る も の
で あ り 、 前 記 監 視 タ イ マ の カ ウ ン ト 途 中 に 停 電 が 発 生 し た 場 合 に は 、 異 常 確 定 前 で あ っ て
も 前 記 異 常 監 視 情 報 を 異 常 確 定 状 態 に 設 定 し て 前 記 記 憶 保 持 手 段 に 記 憶 保 持 す る

遊 技 の 進 行 を 管 理 し 、 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 を 出 力 す る 遊 技 制 御
装 置 と 、 貯 留 タ ン ク 側 よ り 導 か れ る 遊 技 球 を 遊 技 者 側 へ 排 出 す る 機 構 を 設 け た 排 出 装 置 と
、 前 記 遊 技 制 御 装 置 か ら の 制 御 情 報 な ら び に 異 常 監 視 情 報 に 基 づ い て 前 記 排 出 装 置 の 遊 技
球 の 排 出 を 制 御 す る と 共 に 、 異 常 時 に 遊 技 球 の 排 出 を 中 止 す る 排 出 制 御 装 置 と 、 遊 技 機 の
停 電 発 生 時 に 前 記 遊 技 制 御 装 置 に お け る 制 御 情 報 、 異 常 監 視 情 報 を 記 憶 保 持 可 能 な 記 憶 保
持 手 段 と 、 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、 前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 特 定 の セ ン サ に よ っ て 異 常 が



。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
第 ３ の 発 明 は 、

。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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検 出 さ れ る と 、 該 異 常 状 態 が 所 定 時 間 続 く か 否 か を 監 視 タ イ マ に よ っ て 監 視 し 、 異 常 状 態
の ま ま 監 視 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た 場 合 に 前 記 異 常 監 視 情 報 を 異 常 状 態 に 確 定 す る も の
で あ り 、 前 記 記 憶 保 持 手 段 に よ り 記 憶 保 持 さ れ た 異 常 監 視 情 報 が 、 前 記 監 視 タ イ マ の カ ウ
ン ト 途 中 に 停 電 が 発 生 し て 異 常 確 定 前 で 記 憶 保 持 さ れ た も の で あ っ て も 、 停 電 復 帰 時 に 異
常 確 定 状 態 に 設 定 す る

第 １ 、 第 ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 停 電 復 帰 時 に 実 行 す る
異 常 監 視 の 結 果 が 確 定 す る ま で の 間 は 、 前 記 異 常 監 視 情 報 を 異 常 確 定 状 態 の ま ま 保 持 す る
よ う に し 、 前 記 異 常 監 視 の 結 果 、 前 記 異 常 監 視 情 報 が 正 常 で あ る 場 合 に は 該 異 常 確 定 状 態
を ク リ ア す る よ う に し た



【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】

前 記 異 常 監 視 情 報 は 、 排 出 装 置 よ り 排 出 さ れ
た 遊 技 球 の オ ー バ ー フ ロ ー 状 態 を 監 視 す る た め の オ ー バ ー フ ロ ー セ ン サ の 監 視 情 報 ま た は
貯 留 タ ン ク 側 と 排 出 装 置 と の 間 の 球 誘 導 シ ュ ー ト 部 の 球 切 れ を 監 視 す る た め の シ ュ ー ト 球
切 れ セ ン サ の 監 視 情 報 の 一 方 ま た は 両 方 を 含 む 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】

停 電 か ら 復 帰
し た と き に 、 正 常 な 状 態 で 復 帰 し た 後 直 ぐ に 異 常 状 態 が 確 定 し て 異 常 処 理 に 入 っ て し
ま う こ と を 回 避 で き 、 遊 技 者 を 混 乱 さ せ た り 、 遊 技 者 に 違 和 感 を 与 え る こ と は な い 。
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
こ の 場 合 、 停 電 発 生 時 に 異 常 監 視 情 報 を 異 常 確 定 状 態 に 設 定 す れ ば 、 停 電 復 帰 時 の 処 理 負
担 を 軽 減 で き る と 共 に 、 停 電 復 帰 後 に 速 や か に 異 常 、 正 常 判 定 を 行 え る 。
ま た 、 停 電 復 帰 時 に 異 常 監 視 情 報 を 異 常 確 定 状 態 に 設 定 す れ ば 、 停 電 復 帰 時 に 停 電 前 の 状
態 を で あ り 、 停 電 前 の 異 常 状 態 に つ い て 速 や か に 対 応 で き る
【 手 続 補 正 １ ８ 】
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第 ４ の 発 明 は 、 第 １ ～ 第 ３ の 発 明 に お い て 、

第 １ 、 第 ２ の 発 明 で は 、 監 視 タ イ マ の カ ウ ン ト 途 中 に 停 電 が 発 生 し た 場 合 、
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確 認 可 能 。



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】

停 電 か ら 復 帰 し た 場 合 、 異 常 状 態 に あ る か 正 常 状 態 に あ る か を 確 認 し た
後 、 正 確 に 速 や か に 処 理 を 再 開 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ２ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ２ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】

排 出 球 の オ ー バ ー フ ロ ー 、 球 誘 導 シ ュ ー ト 部 の 球 切 れ を 監 視 し て 、 停 電
復 帰 時 に 的 確 に 排 出 処 理 を 再 開 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ２ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ３ 】
そ の た め 、 従 来 の よ う に 、 オ ー バ ー フ ロ ー あ る い は シ ュ ー ト の 球 切 れ あ る い は ガ ラ ス 枠 開
放 の 異 常 の 確 定 前 （ セ ン サ Ｏ Ｎ 状 態 の 監 視 タ イ マ の カ ウ ン ト 中 ） に 停 電 し た 場 合 、 停 電 か
ら 復 帰 し た と き に 、 正 常 な 状 態 で 復 帰 し た 後 直 ぐ に オ ー バ ー フ ロ ー あ る い は シ ュ ー ト
球 切 れ あ る い は ガ ラ ス 枠 開 放 の 異 常 が 確 定 し て 異 常 処 理 に 入 っ て し ま う こ と を 回 避 で き 、
し た が っ て 遊 技 者 を 混 乱 さ せ た り 、 遊 技 者 に 違 和 感 を 与 え る こ と は な い 。
【 手 続 補 正 ２ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
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第 ３ の 発 明 で は 、

第 ４ の 発 明 で は 、

一 旦



こ の 一 方 、 異 常 監 視 に 用 い る オ ー バ ー フ ロ ー セ ン サ ２ ６ 、 シ ュ ー ト 球 切 れ セ ン サ ２ ７ 、 ガ
ラ ス 枠 開 放 セ ン サ ２ 状 態 が 、 人 為 的 あ る い は 物 理 的 要 因 に よ っ て 、 停 電 前 と 停 電 復 帰
時 と で 変 化 し た 場 合 、 例 え ば 停 電 前 に オ ー バ ー フ ロ ー 流 路 の オ ー バ ー フ ロ ー の 異 常 が 有 り
、 停 電 中 に 遊 技 店 の 従 業 員 の 操 作 や 遊 技 者 の 操 作 に よ っ て オ ー バ ー フ ロ ー 状 態 が 解 消 さ れ
た 場 合 、 本 例 で は 、 停 電 か ら 復 帰 し た と き に 排 出 制 御 装 置 １ ６ が 異 常 処 理 を 行 う が 、 こ の
異 常 処 理 は 払 出 ユ ニ ッ ト １ ４ の 球 の 排 出 を 中 止 す る の み で あ り 、 表 示 器 、 ラ ン プ 、 音 声 等
に よ る 異 常 報 知 は 行 わ な い の で 、 遊 技 者 に 不 信 感 を 与 え る こ と は な い 。
【 手 続 補 正 ２ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ５ 】
そ し て 、 遊 技 制 御 装 置 １ ７ は 、 の よ う に 、 オ ー バ ー フ ロ ー セ ン サ ２ ６ 、 シ ュ ー ト 球 切
れ セ ン サ ２ ７ 、 ガ ラ ス 枠 開 放 セ ン サ ２ ８ （ 図 示 省 略 ） が Ｏ Ｆ Ｆ （ 物 理 状 態 Ｏ Ｆ Ｆ ） 状 態 の
ま ま 該 当 す る 監 視 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ す る と 、 正 常 と 判 定 し て 、 異 常 確 定 状 態 に 設 定 し
て あ る 不 正 フ ラ グ 情 報 を ク リ ア （ 論 理 状 態 Ｏ Ｆ Ｆ ） し て 、 該 当 す る 正 常 フ ラ グ 情 報 を 排 出
制 御 装 置 １ ６ 、 表 示 制 御 装 置 ４ 等 へ 送 信 し 、 排 出 制 御 装 置 １ ６ は 、 そ の 正 常 フ ラ グ 情 報 に
基 づ き 該 当 す る 不 正 フ ラ グ 情 報 （ 異 常 確 定 状 態 ） を ク リ ア す る と 共 に 、 こ の 際 １ 番 長 い 監
視 タ イ マ （ 例 え ば 、 オ ー バ ー フ ロ ー の 監 視 タ イ マ ） が タ イ ム ア ッ プ し て 、 排 出 制 御 装 置 １
６ が 該 当 正 常 フ ラ グ 情 報 を 受 信 す る と 、 遊 技 球 の 排 出 条 件 （ 排 出 開 始 条 件 ） が 許 可 、 つ ま
り 払 出 ユ ニ ッ ト １ ４ の 球 の 排 出 を 許 可 す る 。
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